
介
護
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明
書
の
交
付

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
の
手
続

き
を
す
る
場
合
、
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
に
代
え
て
、
市
が
発
行
す
る
証

明
書
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す

C
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
お
り
、
お

む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
て
2
年

目
以
降
の
方
で
、
主
治
医
意
見
書
に
お
い
て
証

明
に
必
要
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
方

■
高
齢
者
の
所
得
税
な
ど
の
「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」
の
交
付

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
と
心
身

の
状
態
が
同
程
度
で
あ
る
も
の
と
し
て
市
が
認

定
し
た
場
合
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
交
付
し
、
確
定
申
告
で
障
害
者
控
除
の
手
続

き
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
さ
か
の
ぼ

っ
て
認
定
書
を
交
付
す
る
こ
と
も
可
能
）

C
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
65
歳

以
上
の
方

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

H
I
介
護
福
祉
課　

J
(32)
6
3
4
4　

※
対
象

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

お
お
ぞ
ら
園
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

（
す
て
っ
ぷ
）
利
用
児
童
の
募
集

C
市
内
在
住
の
特
別
支
援
学
級
、
特
別
支
援
学

校
在
籍
の
小
・
中
学
生
の
う
ち
療
育
手
帳
ま
た

は
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
児
童

F
若
干
名
（
令
和
4
年
度
新
規
利
用
）

H
I
申
込
用
紙
を
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で

請
求
し
1
月
31
日
㈪
ま
で
に
直
接
ま
た
は
郵

送
（
必
着
）
で　

〒
053
‐
0
0
4
5　

双
葉
町

3
‐
7
‐
3　

発
達
支
援
課　

J
(34)
5
8
2
1　

K
(34)
5
8
3
5

企
業
向
け
障
が
い
者
雇
用

支
援
セ
ミ
ナ
ー
2
0
2
1

A
1
月
28
日
㈮　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

B
福
祉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

C
企
業
・
就
労
支
援
事
業
所
就
労
担
当
者

F
20
人　

申
し
込
み
順

H
当
日
ま
で
に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ

ー
ル
で　

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
ま
る
ん　

J

(56)
5
2
1
6　

K
(56)
5
4
1
6　

Mtom
arun

@
dofukuji.or.jp

I
障
が
い
福
祉
課　

J
(32)
6
3
5
6

要
約
筆
記
入
門
講
座

A
1
月
18
日
㈫
、
25
日
㈫
、
2
月
1
日
㈫
、
8

日
㈫　

い
ず
れ
も
9
時
30
分
〜
12
時
30
分

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

D
聞
こ
え
の
不
自
由
な
方
の
た
め
に
、
話
し
た

言
葉
を
文
字
に
し
て
伝
え
る
通
訳
の
体
験
講
座

F
10
人　

申
し
込
み
順

H
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で　

要
約
筆
記
通
訳

サ
ー
ク
ル
つ
た
え
ー
る　

浅あ
さ

倉く
ら

氏　

J
・
K
(74)

9
8
1
9

I
障
が
い
福
祉
課　

J
(32)
6
3
5
6
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